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専決第７号 

 

令和元年度新発田市一般会計補正予算（第６号） 

 

 令和元年度新発田市の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 8,703 千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ 41,975,453 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

 上記のとおり地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 179 条第 1 項の規定により専決処分

する。 

 

  令和２年２月４日 

                 新発田市長  二階堂   馨 
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議第１３６号 

 

令和元年度新発田市一般会計補正予算（第７号） 

 

 令和元年度新発田市の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 313,412 千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 42,288,865 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 213 条第 1 項の規定により翌年度に繰り越

して使用することができる経費は、「第２表繰越明許費」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第３条 既定の債務負担行為の追加は、「第３表債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正） 

第４条 既定の地方債の変更は、「第４表地方債補正」による。 

 

  令和２年２月２６日提出 

                新発田市長  二階堂   馨 

 



− 16 −



− 17 −



− 18 −



− 19 −



− 20 −



− 21 −

第４表　地方債補正

（変　更）

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 利率

千円 ％以内 千円 ％以内

社会福祉施設 83,700 87,500

整 備 事 業

老人福祉施設 900 〃 〃 〃 1,000 〃 〃〃 〃 〃〃 〃

解 体 事 業

上 水 道 事 業 42,600 〃 〃 〃 34,000 〃 〃〃 〃 〃〃 〃

農 業 基 盤 247,900 〃 〃 〃 204,500 〃 〃〃 〃 〃〃 〃

整 備 事 業

農 林 水 産 業 13,500 〃 〃 〃 13,800 〃 〃〃 〃 〃〃 〃

施設解体事業

道路整備事業 360,800 〃 〃 〃 355,600 〃 〃〃 〃 〃〃 〃

急 傾 斜 地 9,400 〃 〃 〃 5,800 〃 〃〃 〃 〃〃 〃

対 策 事 業

都市計画事業 26,500 〃 〃 〃 16,800 〃 〃〃 〃 〃〃 〃

義務教育施設 116,500 〃 〃 〃 145,300 〃 〃〃 〃 〃〃 〃

整 備 事 業

教育関連施設 1,500 〃 〃 〃 6,000 〃 〃〃 〃 〃〃 〃

解 体 事 業

臨 時 財 政 1,138,164 〃 〃 〃 1,167,182 〃 〃〃 〃 〃〃 〃

対 策 債

普通貸借又
は証券発行

5.0

ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる政府
資 金 な ど
で、利率見
直しを行っ
た後につい
ては、当該
見直し後の
利 率 と す
る。あああ
あ あ

政府資金又
は県貸付金に
ついてはその
融資条件によ
り、銀行その
他の場合はそ
の債権者と協
定する｡あ あ
あただし、市
財政の都合に
より、据置期
間及び償還期
限を短縮し、
若しくは繰上
償還又は低利
に借換えをす
ることができ
る。ああああ

あ

補 正 前
と 同 じ

補 正 前
と 同 じ

補 正 前
と 同 じ

起債の目的
補　　　　　正　　　　　前 補　　　　　正　　　　　後

起債の方法 償還の方法
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120,705 156,158 46,403 202,561

134,531 934,548

691,528

(3.35)

34,246

35,453

81,915

(3.35)
7,681

48

26

6,213 40,4593 26,517

609,6133,584

3,613 730,318 26,517 43,134 48 800,017

609,613

6,213 40,4593 26,517
7,681

(3.35)

(3.35)

26 120,804
38,656

48 34,246

3,618 614,706 79,263 693,969

159,460 48,174 207,634

614,706

3,647 735,510 26,517 46,337 48 808,412 133,650 942,062

881

2,652
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16 
2,772,966 1,871,884 4,644,850 881,603 5,526,453

774 

16 
2,795,493 1,826,951 4,622,444 889,615 5,512,059

774 

44,933 22,406 14,394

81,215 634,780 438,594 70,607 62 1,793 174,224 41,656 38,388 2,704 387,747

81,761 644,855 448,380 70,805 62 1,793 179,016 42,226 39,556 3,859 314,638

73,109

114

114
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295,422 268,306 296,019

333,056 283,308 320,729

292,911 261,898 293,092

334,612 279,079 319,460

2
1 1

1 0.2

39 6.5 5 4.6

83 13.9 15 22.4 11 10.2

146 24.4 15 22.4 36 33.3

114 19.0 7 10.4 27 25.0

8 100 1007 100

138 23.0 16 23.9 20 18.5

1

78 13.0 14 20.9 9 8.4

8 100 17 100 100

599 100.0 67 100.0 108 100.0

10 1 115 19.2

1 0.2

39 6.5 5 4.6

83 13.9 15 22.4 11 10.2

145 24.2 15 22.4 36 33.3

7 10.4 27 25.0

8 100 ( 7 100 1 100

139 23.2 16 23.9 20 18.5

77 12.8 14 20.9 9 8.4

8 100 17 100 100

599 100.0 67 100.0 108 100.0
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35,717 35,717

( )
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千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

34,790,007 1,833,100 △ 33,000 1,800,100 3,514,342 3,514,342 33,075,765

(1) 総 務 9,607,140 357,958 357,958 9,249,182

(2) 民 生 583,850 98,400 3,900 102,300 123,797 123,797 562,353

(3) 同 和 対 策

(4) 衛 生 2,085,787 42,600 △ 8,600 34,000 178,374 178,374 1,941,413

(5) 農 林 水 産 3,079,760 424,500 △ 43,100 381,400 329,192 329,192 3,131,968

（うち財源対策債分） (19,318) (       ) (       ) (       ) (4,226) (4,226) (15,092)

（うち臨時公共事業債分） (1,162,144) (       ) (       ) (       ) (119,760) (119,760) (1,042,384)

(6) 商 工 89,595 86,420 86,420 3,175

(7) 土 木 8,658,841 517,400 △ 18,500 498,900 1,444,801 1,444,801 7,712,940

（うち財源対策債分） (4,124) (       ) (       ) (       ) (2,562) (2,562) (1,562)

（うち臨時公共事業債分） (359,672) (       ) (       ) (       ) (32,546) (32,546) (327,126)

(8) 公 営 住 宅 333,406 34,800 34,800 26,690 26,690 341,516

(9) 消 防 640,718 5,600 5,600 103,322 103,322 542,996

教 育 9,710,910 709,800 33,300 743,100 863,788 863,788 9,590,222

（うち財源対策債分） (233,461) (       ) (       ) (       ) (20,877) (20,877) (212,584)

11,854 1,247 1,247 10,607

(1) 土 木 11,854 1,247 1,247 10,607

19,757,815 1,138,164 29,018 1,167,182 1,477,977 3,279 1,481,256 19,443,741

(1) 減 税 補 填 債 279,543 66,922 66,922 212,621

(2) 臨 時 財 政 対 策 債 19,478,272 1,138,164 29,018 1,167,182 1,411,055 3,279 1,414,334 19,231,120

 54,559,676 2,971,264 △ 3,982 2,967,282 4,993,566 3,279 4,996,845 52,530,113合         計

（ 注 ） 「 当該年度中起債見込額 」 中 「 補正前の額 」 欄には、平成３０年度繰越事業分 （ ７６７，４００千円 ） を含む。

1 普 通 債

(10)

2 災 害 復 旧 債

3 そ の 他

当該年度末
現 在 高
見 込 額補正前の額 補正額 補正後の額 補正前の額 補正額 補正後の額

地 方 債 の 前 年 度 末 に お け る 現 在 高 及 び 当 該
年度末における現在高の見込みに関する調書

区                         分
前 年 度 末
現 在 高

当 該 年 度 中 起 債 見 込 額 当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額
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議第１３７号 

 

令和元年度新発田市土地取得事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 元号を改める政令（平成３１年政令第１４３号）の施行に伴い、「平成３１年度新発田市土

地取得事業特別会計予算」の名称を「令和元年度新発田市土地取得事業特別会計予算」とし、

元号による年表示についても「令和」に読み替えるものとする。 

令和元年度新発田市の土地取得事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 251 千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ 293 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和２年２月２６日提出 

                新発田市長  二階堂   馨 
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議第１３７号 

 

令和元年度新発田市土地取得事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 元号を改める政令（平成３１年政令第１４３号）の施行に伴い、「平成３１年度新発田市土

地取得事業特別会計予算」の名称を「令和元年度新発田市土地取得事業特別会計予算」とし、

元号による年表示についても「令和」に読み替えるものとする。 

令和元年度新発田市の土地取得事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 251 千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ 293 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和２年２月２６日提出 

                新発田市長  二階堂   馨 
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831516 11,108 7,994 1,184 1,200 930

1,200 896 831516 10,379 7,475 1,184

23,763 73,407 15,586 88,993
16 

15,097 85,551
16 

49,644

47,973 22,481 70,454



− 115 −

15 100.0 1 100.0

3 20.0

6 40.0

3 20.0

1 100.0

1 6.7

10 1 2 13.3

15 100.0 1 100.0

3 20.0

6 40.0

2 13.3

3 20.0

100.0

1 6.7

1

2
1 1

228,673 403,500

243,747 484,000

258,126 484,000

233,740 403,500
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議第１３９号 

 

令和元年度新発田市介護保険事業特別会計補正予算（第５号） 

 

 令和元年度新発田市の介護保険事業特別会計補正予算（第５号）は、次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 597,948 千円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ 10,315,006 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算 

の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

  

  令和２年２月２６日提出 

                新発田市長  二階堂   馨 
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40

38,906 38,906

38,906

38,906

38,906

40

38,906

37,623 37,62340 37,623

40 37,623 37,623 37,623
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307,810

312,473

373,380

375,360

401,747

424,162

267,857

5,63016,106

22,358

5,630

22,358

130,985

131,005

37,004

108,64737,024

20

108,627

2020

71,623

1,098

1,098 61816,106

71,623

618

11,459

11,459

20

692

692

1,401

1,421

278,760

20 

20 
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80.0
2

1 1

1 20.0

44 26.6

1 6.7

3 20.0

- - -

6 40.0

-

1 6.7

- - - -

15 100.0 5 100.0

10 1 6 40.0

1 6.7

4 80.0

1 20.0

1 6.7

6 40.0

15 100.0

1 6.6

5 100.0
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400

283,225

120

2,164

19,650

19,650

23

4 

6,22813,422

6,22813,422 23,7344,084

259

23

23,7114,061

120 3,015

2,1643,015

300,722

319,393

400

277,650

259 270

270

4 
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2
1 1

2 50.0

- -

1 25.0

1 25.0

- -

4 100.0

10 1

2 50.0

1 25.0

1 25.0

4 100.0
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17,328  
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3
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 170,704

274,123  
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議第１４３号 

 

令和元年度新発田市コミュニティバス事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 元号を改める政令（平成３１年政令第１４３号）の施行に伴い、「平成３１年度新発田市コ

ミュニティバス事業特別会計予算」の名称を「令和元年度新発田市コミュニティバス事業特

別会計予算」とし、元号による年表示についても「令和」に読み替えるものとする。 

 令和元年度新発田市のコミュニティバス事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定める

ところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 200 千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ 169,100 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算 

の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和２年２月２６日提出 

                新発田市長  二階堂   馨 
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議第１４４号 

 

令和元年度新発田市藤塚浜財産区特別会計補正予算（第１号） 

 

 元号を改める政令（平成３１年政令第１４３号）の施行に伴い、「平成３１年度新発田市藤

塚浜財産区特別会計予算」の名称を「令和元年度新発田市藤塚浜財産区特別会計予算」とし、

元号による年表示についても「令和」に読み替えるものとする。 

 令和元年度新発田市の藤塚浜財産区特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 1,800 千円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 7,600 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算 

の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和２年２月２６日提出 

                新発田市長  二階堂   馨 
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議第１４５号

第１条　令和元年度新発田市下水道事業会計補正予算(第４号)は、次に定めるところによる。

第２条　令和元年度新発田市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務の

　予定量を次のとおり補正する。

 （4）主要な建設改良事業

新栄町ポンプ場建設工事

米倉・荒川地区公共下水道接続工事

第３条　予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

　

第１款　下水道事業収益

第１項　営業収益

第２項　営業外収益

　

第１款　下水道事業費用

第１項　営業費用

第２項　営業外費用

第４条　予算第４条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「５１４,９０

　０千円」を「５０９,２４７千円」に、当年度分損益勘定留保資金「２９９,３９２千円」を

　「２９３,７３９千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

　

第１款　資本的収入

第１項　企業債

第２項　他会計補助金

第５項　分担金及び負担金

2,628,800千円 △79,600千円 2,549,200千円

△26,428千円 219,373千円245,801千円

1,103,209千円 △1,304千円 1,101,905千円

593,781千円 △5,528千円 588,253千円

令和元年度新発田市下水道事業会計補正予算(第４号)

科 目 ） 計 ）(既決予定額） 補 正 額 ）

△1,321千円

3,481,431千円

収 入

3,687,312千円

科 目 ）

△6,849千円

2,839,456千円

3,474,582千円

5,241,909千円

1,088,908千円 △6,533千円 1,082,375千円

2,504,920千円

支 出

△19,229千円 2,485,691千円

2,838,135千円

計 ）

収 入

(既決予定額） 補 正 額 ） 計 ）

項 目 ） 計 ）

△20,533千円 3,666,779千円

 きょ

2,451,845千円

552,180千円

105,000千円

△20,571千円汚水管渠等整備工事

△112,561千円 5,129,348千円

科 目 ）

(既決予定額） 補 正 額 ）

△4,820千円

△2,000千円

2,472,416千円

557,000千円

107,000千円

補 正 量 ）(既決予定量）
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第１款　資本的支出

第１項　建設改良費

第５条　予算第９条に定めた経費の予定額を次のとおり補正する。

第６条　予算第１０条に定めた他会計からの補助金の項目及び予定額を次のように改める。

（1）児童手当に要する経費

（3）高資本費対策に要する経費

（4）分流式下水道等に要する経費

（10）雨水処理費（用地に係る元金償還金等）

（11）その他の支出に対する補助

令和２年２月２６日提出

新発田市長

△10,815千円

計 ）

967,624千円

項 目 ）

978,439千円

1,838千円 112千円 1,950千円

96千円 11,151千円

211,451千円

(既決予定額） 補 正 額 ）

補 正 額 ）

科 目 ）

（1） 職員給与費 212,472千円 △1,021千円

(既決予定額）

二階堂 馨

5,638,595千円5,756,809千円

計 ）

支 出

科 目 ） 補 正 額 ）

3,903,317千円4,021,531千円 △118,214千円

△118,214千円

(既決予定額） 計 ）

11,247千円

353,848千円 10,648千円 364,496千円

287,952千円 △36,852千円 251,100千円
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第１款　資本的支出

第１項　建設改良費

第５条　予算第９条に定めた経費の予定額を次のとおり補正する。

第６条　予算第１０条に定めた他会計からの補助金の項目及び予定額を次のように改める。

（1）児童手当に要する経費

（3）高資本費対策に要する経費

（4）分流式下水道等に要する経費

（10）雨水処理費（用地に係る元金償還金等）

（11）その他の支出に対する補助

令和２年２月２６日提出

新発田市長

△10,815千円

計 ）

967,624千円

項 目 ）

978,439千円

1,838千円 112千円 1,950千円

96千円 11,151千円

211,451千円

(既決予定額） 補 正 額 ）

補 正 額 ）

科 目 ）

（1） 職員給与費 212,472千円 △1,021千円

(既決予定額）

二階堂 馨

5,638,595千円5,756,809千円

計 ）

支 出

科 目 ） 補 正 額 ）

3,903,317千円4,021,531千円 △118,214千円

△118,214千円

(既決予定額） 計 ）

11,247千円

353,848千円 10,648千円 364,496千円

287,952千円 △36,852千円 251,100千円

（収　入）

既決予定額 補正額 計

下水道事業収益 △20,533

営業収益 △1,304

下水道使用料 下水道使用料

他会計負担金 △10,887 他会計負担金 △10,887

営業外収益 △19,229

受取利息及び △6 基金利息 △6

配当金

他会計補助金 △19,223 他会計補助金 △19,223

（支　出）

既決予定額 補正額 計

△6,849

営業費用 △1,321

管渠（きょ）費 △1,376 路面復旧費 △1,376

普及指導費 △138 手当 △90

法定福利費 △48

業務費 △46 手当 △47

法定福利費

総係費 △942 手当

賞与引当金繰入額 △825

法定福利費

退職給付費 △211

資産減耗費 固定資産除却費

営業外費用 △5,528

支払利息及び △5,528 企業債利息 △5,528

企業債取扱諸費

（収　入）

既決予定額 補正額 計

資本的収入 △112,561

企業債 △79,600

企業債 △79,600 建設改良費等の財源に充てるための企業債

△79,600

他会計補助金 △6,533

他会計補助金 △6,533 他会計補助金 △6,533

分担金及び負担金 △26,428

負担金 △26,428 受益者負担金

工事負担金 △39,072

款　項　目 備考

備考

資本的収入及び支出

（単位：千円）

款　項　目 備考

（単位：千円）

令和元年度新発田市下水道事業会計補正予算(第４号)実施計画

収益的収入及び支出

款　項　目

下水道事業費用

（単位：千円）
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（支　出）

既決予定額 補正額 計

△118,214

建設改良費 △118,214

事務費 △115 手当 △115

管渠（きょ） △112,217 工事請負費 △58,133

建設改良費 委託料 △39,355

路面復旧費 △13,451

補償費 △1,278

ポンプ場建設 △5,882 工事請負費 △4,820

改良費 委託料 △1,062

資本的支出

備考款　項　目

（単位：千円）

（単位：千円）

項　　　目 既決予定額 補正予定額 合　計

業務活動によるキャッシュ・フロー
当年度純利益 △13,684
減価償却費
減損損失
貸倒引当金の増減額（△は減少）
退職給付引当金等の増減額（△は減少） △1,036
長期前払消費税の増減額（△は増加）
長期前受金戻入額 △1,672,629 △1,672,629
受取利息及び配当金 △6
支払利息 △5,528
固定資産除却費
固定資産売却損益（△は益）
有価証券売却収益
リース取引差額調整額（△は益）
未収金の増減額（△は増加） △58,572 △767 △59,339
未払金の増減額（△は減少） △32,466 △1 △32,467
前払金の増減額（△は増加）
前受金の増減額（△は減少）
その他流動資産の増減額（△は増加）
その他流動負債の増減額（△は減少） △10,246 △10,246
小計 △19,829
利息及び配当金の受取額 △6
利息の支払額 △602,357 △596,829
業務活動によるキャッシュ・フロー △14,307

投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △3,839,655 △3,721,441
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出 △918 △918
無形固定資産の売却による収入
有価証券の取得による支出
有価証券の売却による収入
国庫補助金等による収入
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 △6,533
分担金及び負担金等による収入 △27,062
国庫補助金等返還金
長期貸付金による支出
長期貸付金の回収による収入
長期貸付金の貸倒回収不能額
短期貸付金による支出 △5,000 △5,000
短期貸付金の回収による収入
短期貸付金の貸倒回収不能額
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,389,991 △1,305,372

財務活動によるキャッシュ・フロー
一時借入れによる収入
一時借入金の返済による支出 △1,600,000 △1,600,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 △79,600
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △1,757,992 △1,757,992
その他の企業債による収入
その他の企業債の償還による支出 △7,508 △7,508
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出
その他の他会計借入金による収入
その他の他会計借入金の返済による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー △79,600

資金に係る換算差額
資金増加額（又は減少額） △9,288 △32
資金期首残高
資金期末残高 △9,288

令和元年度新発田市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（第４号）

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）
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（単位：千円）

項　　　目 既決予定額 補正予定額 合　計

業務活動によるキャッシュ・フロー
当年度純利益 △13,684
減価償却費
減損損失
貸倒引当金の増減額（△は減少）
退職給付引当金等の増減額（△は減少） △1,036
長期前払消費税の増減額（△は増加）
長期前受金戻入額 △1,672,629 △1,672,629
受取利息及び配当金 △6
支払利息 △5,528
固定資産除却費
固定資産売却損益（△は益）
有価証券売却収益
リース取引差額調整額（△は益）
未収金の増減額（△は増加） △58,572 △767 △59,339
未払金の増減額（△は減少） △32,466 △1 △32,467
前払金の増減額（△は増加）
前受金の増減額（△は減少）
その他流動資産の増減額（△は増加）
その他流動負債の増減額（△は減少） △10,246 △10,246
小計 △19,829
利息及び配当金の受取額 △6
利息の支払額 △602,357 △596,829
業務活動によるキャッシュ・フロー △14,307

投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △3,839,655 △3,721,441
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出 △918 △918
無形固定資産の売却による収入
有価証券の取得による支出
有価証券の売却による収入
国庫補助金等による収入
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 △6,533
分担金及び負担金等による収入 △27,062
国庫補助金等返還金
長期貸付金による支出
長期貸付金の回収による収入
長期貸付金の貸倒回収不能額
短期貸付金による支出 △5,000 △5,000
短期貸付金の回収による収入
短期貸付金の貸倒回収不能額
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,389,991 △1,305,372

財務活動によるキャッシュ・フロー
一時借入れによる収入
一時借入金の返済による支出 △1,600,000 △1,600,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 △79,600
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △1,757,992 △1,757,992
その他の企業債による収入
その他の企業債の償還による支出 △7,508 △7,508
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出
その他の他会計借入金による収入
その他の他会計借入金の返済による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー △79,600

資金に係る換算差額
資金増加額（又は減少額） △9,288 △32
資金期首残高
資金期末残高 △9,288

令和元年度新発田市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（第４号）

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）
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１　総括

（注）（　）内は、再任用短時間勤務職員数(外書き)

区　分

補正後

補正前

比　較

区　分

補正後

補正前

比　較

２　給料及び手当の増減額の明細

 その他の増減分 その他による増減 扶養手当

千円 期末手当

勤勉手当

住居手当

退職給与費

千円

△211 千円

手当 △840 △840 △62 千円

千円

△287 千円

区分 増減額(千円) 増減事由別内訳(千円) 説　明 備　考

△840 △403

△211  

手
当
の
内
訳

(千円)

退職給付費

△62  △403  △287  

(千円) (千円) (千円)(千円) (千円) (千円) (千円)

扶養手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当

合　　計 △840   △840   △181   △1,021   

比
較

損益勘定
支弁職員

△765   △765   

補
正
前

損益勘定
支弁職員

△181   △946   

資本勘定
支弁職員

△75   △75   △75   

合　　計

資本勘定
支弁職員

資本勘定
支弁職員

補
正
後

損益勘定
支弁職員

合　　計

(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

給　与　費　明　細　書

区　分 職員数
給　　与　　費

法定福利費 合　　計
給　　料 手　　当 計
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１　総括

（注）（　）内は、再任用短時間勤務職員数(外書き)

区　分

補正後

補正前

比　較

区　分

補正後

補正前

比　較

２　給料及び手当の増減額の明細

 その他の増減分 その他による増減 扶養手当

千円 期末手当

勤勉手当

住居手当

退職給与費

千円

△211 千円

手当 △840 △840 △62 千円

千円

△287 千円

区分 増減額(千円) 増減事由別内訳(千円) 説　明 備　考

△840 △403

△211  

手
当
の
内
訳

(千円)

退職給付費

△62  △403  △287  

(千円) (千円) (千円)(千円) (千円) (千円) (千円)

扶養手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当

合　　計 △840   △840   △181   △1,021   

比
較

損益勘定
支弁職員

△765   △765   

補
正
前

損益勘定
支弁職員

△181   △946   

資本勘定
支弁職員

△75   △75   △75   

合　　計

資本勘定
支弁職員

資本勘定
支弁職員

補
正
後

損益勘定
支弁職員

合　　計

(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

給　与　費　明　細　書

区　分 職員数
給　　与　　費

法定福利費 合　　計
給　　料 手　　当 計

３　給料及び手当の状況

(1)職員1人当たり給与

(2)初任給

(3)級別職員数

（級別の標準的な職務内容）

(4)昇給

(5)期末手当・勤勉手当

(6)定年退職及び早期退職募集に係る退職手当

(7)その他の手当

区　　分
事務・技術職

級 職員数(人) 構成比(％)

７　　級
８　　級

計

補正なし

補正なし

補正なし

補正なし

１　　級

補正なし

計

３　　級
２　　級

令和元年10月1日現在
５　　級
４　　級

６　　級

令和元年10月1日現在

１　　級

３　　級
２　　級

補正なし

令和2年1月1日現在

８　　級
７　　級

４　　級

６　　級
５　　級

平 均 給 料 月 額 (円)

平 均 給 与 月 額 (円)

平 均 年 齢 (歳) 47歳5月

区　　　分 職種（事務・技術職）

令和2年1月1日現在

平 均 給 料 月 額 (円)

平 均 給 与 月 額 (円)

平 均 年 齢 (歳) 47歳8月
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1 883,495 778,217

1 480,000 423,600

1 480,000 423,600

2 86,972 78,372

1 86,972 78,372

3 118,132 93,909

1 118,132 93,909

5 198,390 182,335

1 198,390 182,335

1 1,848,068 1,738,568

1 1,318,175 1,208,675

2 1,279,115 1,170,115

4 7,717 7,217

1 2,320,715 2,299,529

1 2,030,469 2,001,069

1 1,990,248 1,960,248

3 40,219 600 40,819 600

2 290,145 289,838

1 18,471 3,500 21,971 3,500

3 14,923 14,916

5 254,132 249,732

6 2,191 600 2,791 600

3 101 8,521 8,622

2 100 8,521 8,621 8,521

1 2,127,456 2,103,691

1 1,955,884 1,912,094

1 495,805 485,505

2 142,149 134,149 2,500

3 101,220 93,420

6 103,682 310 103,992 310

8 59,370 41,370

2 149,878 20,025 169,903

1 126,545 124,570

3 23,000 22,000 45,000 22,000
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1 883,495 778,217

1 480,000 423,600

1 480,000 423,600

2 86,972 78,372

1 86,972 78,372

3 118,132 93,909

1 118,132 93,909

5 198,390 182,335

1 198,390 182,335

1 1,848,068 1,738,568

1 1,318,175 1,208,675

2 1,279,115 1,170,115

4 7,717 7,217
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議第１４７号 

 

令和元年度新発田市一般会計補正予算（第８号） 

 

 令和元年度新発田市の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 409,800 千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 42,698,665 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正） 

第２条 既定の繰越明許費の追加は、「第２表繰越明許費補正」による。 

 （地方債の補正） 

第３条 既定の地方債の変更は、「第３表地方債補正」による。 

 

  令和２年２月２６日提出 

                新発田市長  二階堂   馨 

 

 

1
118,400 24,888 143,288
979,693 979,693

310 252

4,400

126,545 124,570
59,370 41,370

517
17,846 3,210 21,056
1,075 575

34 12,029 12,063

1,041,097 470 1,041,567
121 121

1,975
914,673 2,445 917,118

2
77,664

2 2

170,830 154,775
138,669 136,897

59,837

3

480,000 423,600

27,561 5,882 33,443
899,550 899,550
927,111 5,882 932,993
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議第１４７号 

 

令和元年度新発田市一般会計補正予算（第８号） 

 

 令和元年度新発田市の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 409,800 千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 42,698,665 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正） 

第２条 既定の繰越明許費の追加は、「第２表繰越明許費補正」による。 

 （地方債の補正） 

第３条 既定の地方債の変更は、「第３表地方債補正」による。 

 

  令和２年２月２６日提出 

                新発田市長  二階堂   馨 
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第３表　地方債補正

（変　更）

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 利率

千円 ％以内 千円 ％以内

農 業 基 盤 204,500 365,500

整 備 事 業

道路整備事業 355,600 〃 〃 〃 363,100 〃 〃〃 〃 〃〃 〃

義務教育施設 145,300 〃 〃 〃 243,400 〃 〃〃 〃 〃〃 〃

整 備 事 業

補 正 前
と 同 じ

起債の目的
補　　　　　正　　　　　前 補　　　　　正　　　　　後

起債の方法 償還の方法

普通貸借又
は証券発行

5.0

ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる政府
資 金 な ど
で、利率見
直しを行っ
た後につい
ては、当該
見直し後の
利 率 と す
る。あああ
あ あ

政府資金又
は県貸付金に
ついてはその
融資条件によ
り、銀行その
他の場合はそ
の債権者と協
定する｡あ あ
あただし、市
財政の都合に
より、据置期
間及び償還期
限を短縮し、
若しくは繰上
償還又は低利
に借換えをす
ることができ
る。ああああ

あ

補 正 前
と 同 じ

補 正 前
と 同 じ
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千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

34,790,007 1,800,100 266,600 2,066,700 3,514,342 3,514,342 33,342,365

(1) 総 務 9,607,140 357,958 357,958 9,249,182

(2) 民 生 583,850 102,300 102,300 123,797 123,797 562,353

(3) 同 和 対 策

(4) 衛 生 2,085,787 34,000 34,000 178,374 178,374 1,941,413

(5) 農 林 水 産 3,079,760 381,400 161,000 542,400 329,192 329,192 3,292,968

（うち財源対策債分） (19,318) (       ) (       ) (       ) (4,226) (4,226) (15,092)

（うち臨時公共事業債分） (1,162,144) (       ) (       ) (       ) (119,760) (119,760) (1,042,384)

(6) 商 工 89,595 86,420 86,420 3,175

(7) 土 木 8,658,841 498,900 7,500 506,400 1,444,801 1,444,801 7,720,440

（うち財源対策債分） (4,124) (       ) (       ) (       ) (2,562) (2,562) (1,562)

（うち臨時公共事業債分） (359,672) (       ) (       ) (       ) (32,546) (32,546) (327,126)

(8) 公 営 住 宅 333,406 34,800 34,800 26,690 26,690 341,516

(9) 消 防 640,718 5,600 5,600 103,322 103,322 542,996

教 育 9,710,910 743,100 98,100 841,200 863,788 863,788 9,688,322

（うち財源対策債分） (233,461) (       ) (       ) (       ) (20,877) (20,877) (212,584)

11,854 1,247 1,247 10,607

(1) 土 木 11,854 1,247 1,247 10,607

19,757,815 1,167,182 1,167,182 1,481,256 1,481,256 19,443,741

(1) 減 税 補 填 債 279,543 66,922 66,922 212,621

(2) 臨 時 財 政 対 策 債 19,478,272 1,167,182 1,167,182 1,414,334 1,414,334 19,231,120

 54,559,676 2,967,282 266,600 3,233,882 4,996,845 4,996,845 52,796,713合         計

（ 注 ） 「 当該年度中起債見込額 」 中 「 補正前の額 」 欄には、平成３０年度繰越事業分 （ ７６７，４００千円 ） を含む。

1 普 通 債

(10)

2 災 害 復 旧 債

3 そ の 他

当該年度末
現 在 高
見 込 額補正前の額 補正額 補正後の額 補正前の額 補正額 補正後の額

地 方 債 の 前 年 度 末 に お け る 現 在 高 及 び 当 該
年度末における現在高の見込みに関する調書

区                         分
前 年 度 末
現 在 高

当 該 年 度 中 起 債 見 込 額 当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額


